
 
 

 

 

 

１ 本市児童生徒の現状及び学校の取組状況と課題（中間評価） 

  本計画に基づき，平成３０年度から５年間の「体力の向上」，「学校保健の推進」，「食育

の推進」，「学校安全の推進」，「４つの分野を一体的に捉えた健康教育の推進」に関する児

童生徒の状況（成果指標）及び，各学校の取組状況（活動指標）を評価し，課題を整理し

ました。 

 

 

 

   各学校において，「元気っ子健康体力チェック」の結果を踏まえた体力向上の取組や

「運動することは大切だと思う児童生徒の割合」の達成率は概ね順調でありますが，小

学校の体力の現状や「小学校における運動の必要性について理解を深める取組」の達成

率は低い状況であることから，今後は，児童生徒が「元気っ子健康体力チェック」の結

果より自己の体力の現状を把握し，体力の向上に生かすとともに，小学校においては，

運動の必要性について理解を深める取組の充実を図っていく必要があります。 

 
【成果指標①】体力向上の結果がわかる指標 
「元気っ子健康体力チェック」の評価結果における男子（Ａ＋Ｂ）－（Ｄ＋Ｅ）率       

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 13.8% 12.0% 17.4% 9.7% － 1.8% 20% 9% 

中３ 36.1% 25.5% 33.3% 26.9% － 32.2% 40% 80% 

〈新体力テストにおける総合評価結果〉 
「元気っ子健康体力チェック」の評価結果における女子（Ａ＋Ｂ）－（Ｄ＋Ｅ）率       

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 25.2% 30.3% 31.1% 26.0% － 18.3% 30% 61% 

中３ 42.9% 45.8% 48.8% 47.0% － 46.4% 50% 93% 

〈新体力テストにおける総合評価結果〉 
 
【活動指標①】 
「元気っ子健康体力チェック」の結果より，児童生徒の実態に応じた体力向上の取組を 
した                   

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 66 校 64 校 49 校 63 校 69 校 91.3％ 

中 23 校 23 校 22 校 24 校 25 校 96.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
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【成果指標②】運動の必要性に対する理解度や体力を高めることへの意欲がわかる 

指標 
「運動することは大切だと思う」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 97.3% 97.5% 97.1% 98.0% 97.3% 97.9% 100% 97.9% 

中３ 97.3% 97.1% 97.2% 97.7% 97.7% 98.0% 100% 98.0% 

〈学習と生活についてのアンケート結果〉 
【活動指標②】 
運動の必要性について理解を深める取組をした 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 40 校 53 校 46 校 47 校 69 校 68.1％ 

中 15 校 19 校 22 校 21 校 25 校 84.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

【成果指標 】運動の必要性に対する理解度や体力を高めることへの意欲がわかる指標 
「休み時間や放課後，休日などに自分から進んで運動している」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 73.7% 73.4% 71.2% 70.5% 68.2% 66.5% 80% 83.1% 

中３ 54.5% 56.8% 57.9% 55.3% 56.5% 54.7% 60% 91.2% 
〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標 】 
児童生徒が運動に親しむことができるよう運動機会を創出した 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 67 校 68 校 69 校 69 校 100％ 

中 22 校 24 校 24 校 20 校 25 校 80.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

 

 

 

    「未処置歯のある者」や「健康診断で指摘されたことは，早めに治療している児童     

生徒の割合」の達成率は，概ね順調でありますが，肥満傾向児の割合や「早寝早起き   

をこころがけている」児童生徒の割合の達成率は低いことから，今後は，「元気っ子 

生活習慣チェック」や保健だより等を有効活用するとともに，個別のライフスタイル 

を踏まえた保健指導を行うなど，家庭と連携を図った取組を充実させていく必要が 

あります。 

 

【成果指標①】健康管理の結果がわかる指標 
肥満傾向児の割合（肥満度 20％以上）      

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 11.0% 10.3% 8.5% 8.9% 11.3% 13.7% 5% 36.5% 

中３ 9.0% 9.5% 9.0% 10.1% 11.5% 11.8% 5% 42.4% 

〈学校保健統計調査結果〉 
【活動指標①】 
肥満傾向児童生徒の肥満解消のため，個別の指導や家庭への働きかけを行った 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 62 校 60 校 59 校 62 校 69 校 89.9％ 

中 15 校 17 校 18 校 15 校 25 校 60.0％ 
〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
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【成果指標②】健康管理の結果がわかる指標 
未処置歯のある者                      

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 19.0% 15.5% 22.2% 20.5% 19.0% 13.5% 10% 74.1% 

中３ 15.0% 13.0% 12.6% 11.5% 10.6% 13.9% 10% 71.9% 
〈学校保健統計調査結果〉 

【活動指標②】 
歯みがき習慣の定着を図る取組をした 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 68 校 55 校 59 校 69 校 85.5％ 

中 24 校 23 校 22 校 23 校 25 校 92.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

【成果指標③】健康に対する意識がわかる指標 
「早寝早起きをこころがけている」児童生徒の割合 

対象 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 6 74.3% 75.9% 75.0% 76.1% 76.0% 74.5% 100% 74.5% 

中 3 57.5% 61.5% 63.1% 63.1% 68.1% 64.6% 100% 64.6% 
〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標③】 
健康な生活習慣の定着を図る取組をした 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 63 校 60 校 55 校 57 校 69 校 82.6％ 

中 21 校 20 校 24 校 21 校 25 校 84.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

【成果指標④】健康に対する意識がわかる指標 
「健康診断で指摘されたところは，早めに治療している」児童生徒の割合 

対象 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 6 90.0% 90.5% 90.2% 90.3% 90.4% 89.4% 100% 89.4% 

中 3 85.0% 87.3% 88.1% 88.5% 89.7% 89.6% 100% 89.6% 
〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標④】 
健康診断結果に基づく疾病の早期治療のための保健指導を行った 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 66 校 65 校 65 校 64 校 69 校 92.8％ 

中 25 校 24 校 24 校 25 校 25 校 100.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
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    活動指標はすべて１００％達成していますが，成果指標の達成率は全体的に高い

水準であるものの，横ばいで推移していることから，今後は，各学校において学校栄

養士と担任等が連携を図り，学校全体で組織的に食育を推進するよう，食に関する全

体計画に基づいた食事マナーの指導や食文化の学習の取組の充実を図るとともに，

学校で学んだ知識を家庭で実践するために，デジタルを活用するなどにより，家庭と

の連携を図った取組を充実させていく必要があります。 

 
 
【成果指標①】食習慣に関する行動がわかる指標 
「毎日，朝ごはんを食べている」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 95.2% 95.6% 94.7% 94.8% 95.0% 94.9% 100% 94.9% 

中３ 92.1% 93.0% 93.2% 92.3% 92.3% 92.8% 100% 92.8% 

〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標①】 

朝食欠食する児童生徒を無くすために，家庭に働きかけた 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 68 校 66 校 69 校 69 校 100％ 

中 25 校 25 校 25 校 25 校 25 校 100％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

 

【成果指標②】食習慣に関する行動がわかる指標 
「好き嫌いしないで食べている」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 85.7% 88.7% 89.2% 89.4% 88.8% 87.1% 100% 87.1% 

中３ 80.4% 82.8% 83.7% 82.3% 86.0% 84.8% 100% 84.8% 

〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標②】 

学校給食の残食の原因を分析し，改善を図る取組をした 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 68 校 68 校 69 校 69 校 100％ 

中 25 校 25 校 25 校 25 校 25 校 100％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
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【成果指標③】食事マナーに関する行動や食文化に関する認知度がわかる指標 
「食事のマナーに気を付けて食べている」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ － 90.4% 89.3% 88.5% 88.9% 88.4% 100% 88.4% 

中３ － 90.0% 92.6% 92.6% 93.1% 93.2% 100% 93.2% 

〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

※「食事のマナーに気を付けて食べている」の調査は，平成２９年度から実施 

 

【活動指標③】給食の時間に学校栄養士が各学級を巡回するなどして，学級担任 
と連携して食事マナー指導を行った  
校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 68 校 65 校 69 校 69 校 100％ 

中 25 校 25 校 23 校 25 校 25 校 100％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

 
 
【成果指標④】食事マナーに関する行動や食文化に関する認知度がわかる指標 
「給食に出る五目ちらしなどの行事食やしもつかれなどの郷土料理を知っている」 
児童生徒の割合                           

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 86.3% 87.3% 85.1% 83.7% 86.2% 86.6% 100% 86.6% 

中３ 86.0% 87.5% 86.3% 85.1% 84.9% 84.0% 100% 84.0% 

〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標④】 

行事食や郷土料理について関心を高めるための工夫をした 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 68 校 68 校 69 校 69 校 100％ 

中 25 校 25 校 25 校 25 校 25 校 100％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
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     各学校において安全教育を推進してきたことにより，学校の取組状況や児童生

徒の意識は概ね高い水準で推移してきていますが，不審者対応については中学校

において達成率が低い状況であることから，今後は，不審者対応避難訓練を適切に

実施するとともに，近年，想定外の自然災害等が発生していることを踏まえ，危機

発生時に児童生徒自身が適切に対応できるよう，適宜，訓練内容を見直していく必

要があります。 

【成果指標①】安全に関する意識がわかる指標 
「不審者から自分の安全を守るための行動を心がけている」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 95.8% 96.2% 96.4% 96.3% 95.9% 95.6% 100% 95.6% 

中３ 92.5% 92.2% 92.6% 93.6% 94.6% 94.8% 100% 94.8% 
〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

 

【活動指標①】 
不審者から自分の安全を守ることができるよう対応に関する取組を実施した 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 65 校 67 校 58 校 66 校 69 校 95.6％ 

中 20 校 21 校 10 校 18 校 25 校 72.0％ 
〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

【成果指標②】自分の身の安全を守る行動がわかる指標 
「交通事故にあわないよう，交通ルールを守っている」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 97.8% 97.8% 98.1% 98.0% 97.6% 97.7% 100% 97.7% 

中３ 97.3% 97.9% 97.3% 98.0% 98.4% 98.3% 100% 98.3% 
〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

 
【活動指標②】 
様々な交通場面から自分の安全を守ることができるよう理解を深める取組を実施した 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 67 校 68 校 64 校 69 校 69 校 100％ 

中 25 校 25 校 24 校 24 校 25 校 96.0％ 
〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 
【成果指標 】自分の身の安全を守る行動がわかる指標 
「自分や身の回りの人々の安全に気を配り，安全に行動している」児童生徒の割合 

校種 H28 H29 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小６ 96.5% 97.1% 96.7% 96.1% 96.4% 96.5% 100% 96.5% 

中３ 95.2% 96.3% 96.4% 97.4% 96.9% 97.3% 100% 97.3% 
〈学習と生活についてのアンケート結果〉 

【活動指標 】 
様々な災害発生時の危険予測や，状況に応じた行動をとることができるよう判断力や
行動力を高める取組を実施した     

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 68 校 68 校 68 校 68 校 69 校 98.6％ 

中 25 校 23 校 24 校 24 校 25 校 96.0％ 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
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     各学校において，「元気アップ教育」全体計画を作成し，４つの分野のうち複数

を組み合わせた取組を行うなど，指導の充実に努めてきましたが，今後，児童生徒

が，より一層，４つの分野をバランスよく身に付けるためには，学校での指導はも

とより，家庭との連携が不可欠であることから，特に，学校と家庭の双方向におけ

る指導の充実を図っていく必要があります。 

 

【活動指標①】 
「元気アップ教育」の全体計画を作成し，ＰＤＣＡサイクルを確立して指導の充実を図
ることができた             

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 61 校 62 校 60 校 69 校 69 校 100% 

中 20 校 24 校 25 校 25 校 25 校 100% 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 
 
【活動指標②】 
生活習慣の改善のため，「元気っ子生活習慣チェック」を活用し，学校と家庭の双方向
における指導を行った          

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 49 校 45 校 34 校 42 校 69 校 60.9% 

中 13 校 10 校 15 校 15 校 25 校 60.0% 
〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 
【活動指標③】 
健康教育をより一層推進するため，体力・保健・食育・安全に関する指導のうち複数を
組み合わせた取組を行った        

 

 

 

 

〈健康教育の推進に関する取組状況調査結果〉 

 

２ 児童生徒を取り巻く環境の変化 

令和４年度に，計画を策定してから５年が経過し，ＧＩＧＡスクール構想の実現や持

続可能な社会づくり（ＳＤＧｓの実現），子どもたちの多様化，新型コロナウイルス感

染症の発生・流行と新たな感染症への備え，「新たな日常」に対応した取組の推進，不

登校児童生徒の増加，想定外の犯罪や災害の出現，ライフスタイルの変化など社会が急

速に変化する中，新学習指導要領の全面実施や栃木県教育振興基本計画２０２５－と

ちぎ教育ビジョン－の策定，第６次宇都宮市総合計画改定など児童生徒を取り巻く状

況が変化していることから，どのように社会や環境が変化しようとも，次世代を担う子

どもたちが，生涯を通じて健康で安全な生活を送ることができるよう，健康教育に関す

る正しい知識や技能を身に付け，実践し，健康で安全な社会づくりに貢献することので

きる態度を育成することが，ますます重要になってくると考えられます。 

 

 

 

 

 

校種 H30 R1 R2 R3 目標値(R9) 達成率(R3) 

小 64 校 64 校 65 校 68 校 69 校 98.6% 

中 24 校 25 校 25 校 25 校 25 校 100% 

４つの分野を一体的に捉えた健康教育の推進 
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３ 健康教育に関する国・県・市の動向 

（１）国の動向 
① 中央教育審議会答申 
「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等   
の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成２８年１２月２１日） 

 【健康・安全・食に関わる資質・能力】 

○  健康・安全・食に関わる資質・能力を，「知識・技能」，「思考力・判断力・表現 

 力等」，「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱に沿って整理すると，以下のよ 

うになると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ これらの資質・能力を教科等横断的な視点で育むことができるよう，教科等間相 

   互の連携を図っていくことが重要である。学校保健計画や学校安全計画，食に関す 

   る全体計画についても，資質・能力に関する整理を踏まえて作成・評価・改善し， 

地域や家庭とも連携・協働した実施体制を確保していくことが重要である。 

 

② 学習指導要領（平成２９年３月３１日公示） 

【今回の改定の基本的な考え方】 
○ 教育基本法，学校教育法などを踏まえ，これまでの我が国の学校教育の実践や蓄  

積を活かし，子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成。 

その際，子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し，連携する「社 

会に開かれた教育課程」を重視。 

○ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する現 

 行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持したうえで，知識の理解の質を更に高 

め，確かな学力を育成。 

⇒ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

⇒ 教育課程に基づく教育の質を向上させ，学習の効果の最大化を図る「カリキュ 

 ラム・マネジメント」の確立 

○ 先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する  

指導の充実により，豊かな心や健やかな体を育成。 

【学習指導要領の総則における健康教育】 

○ 児童生徒の発達段階を考慮して，学校の教育活動全体を通して適切に行う。 

○ 体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及 

び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう 

努める。 

○ 家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において実践を促し，生涯を 

     通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮する。 

（知識・技能） 

  様々な健康課題，自然災害や事件・事故等の危険性，健康・安全で安心な社会

づくりの意義を理解し，健康で安全な生活や健全な食生活を実現するために必

要な知識や技能を身に付けていること。 

（思考力・判断力・表現力等） 

  自らの健康や食，安全の状況を適切に評価するとともに，必要な情報を収集

し，健康で安全な生活や健全な食生活を実現するために何が必要かを考え，適

切に意思決定し，行動するために必要な力を身に付けていること。 

（学びに向かう力・人間性等） 

  健康や食，安全に関する様々な課題に関心を持ち，主体的に，自他の健康で

安全な生活や健全な食生活を実現しようとしたり，健康・安全で安心な社会づ

くりに貢献しようとしたりする態度を身に付けていること。 
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【学習指導要領の総則における体育・健康に関する記載】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について(令和４年３月） 
【新しい生活様式を踏まえ，健やかな学習・生活空間を実現する】 

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から，新しい生活様式も踏まえ， 

健やかに学習できる衛生環境の整備を行うことが必要である。 

○ 学校給食施設について，床を乾いた状態で使用するドライシステムや，効果的 

 な空調設備の導入を推進していくことが重要である。 

 

（２）県の動向 
  ① 栃木県教育振興基本計画２０２５-とちぎ教育ビジョン-の策定 

【基本目標Ⅰ】学びの場における安全を確保する      （令和３年２月） 
     １ 学校安全の徹底・充実 

        教員の学校安全に関する資質・能力の向上 

        校内の体制整備の強化 

        安全教育の充実 

   【基本目標Ⅲ】未来を切り拓く力の基礎を育む 

     ７ 健やかな体を育む教育の充実 

        体育活動の充実 

        学校保健，食育・学校給食の充実 

   【基本目標Ⅴ】豊かな学びを通して夢や志を育む 

     １４ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会を契機としたスポーツの推進 

  本県選手の競技力向上 

        大会の開催によるレガシー（遺産）の継承 

    

② 「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行 

・  乗車用ヘルメットの着用（努力義務）              （令和４年４月） 
・ 自転車の点検及び整備（努力義務） 

・ 自転車損害賠償責任保険等(自転車保険)への加入義務(令和４年７月施行) 

 
（３）市の動向 
  ① ＧＩＧＡスクール構想（令和２年度～） 
    ・ 児童生徒１人１台端末環境の整備 

  
 ② 第６次宇都宮市総合計画改定基本計画（令和５～９年度） 

    ・ 「スーパースマートシティ」の実現とその原動力となる「人づくり」と「デジ 

タル」の一層の推進 

 

第１ 小学校（中学校）教育の基本と教育課程の役割 

２(3) 学校における体育・健康に関する指導を，児童（生徒）の発達の段階を考慮

して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊

かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に，学校におけ

る食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康

の保持増進に関する指導については，体育科（保健体育科），家庭科（技術・家庭

科）及び特別活動の時間はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及び総合的な学

習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。ま

た，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活にお

いて適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力

ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。 
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４ 計画の中間評価及び健康教育を取り巻く状況の変化から見えた課題 

 

   中間評価及び児童生徒を取り巻く環境の変化や，健康教育に関する国・県・市の動向

を踏まえ，今後，本市の小・中学校において健康教育を推進していくにあたっての各分

野の課題を次のように整理しました。 

 

 

 

 

    「元気っ子健康体力チェック」の結果を踏まえた補強運動の実施や，休み時間にお 
ける外遊びの奨励，業間や昼休みを活用して学級やグループ，個人で取り組む「うつ 
のみや元気っ子チャレンジ」など，教育活動全体を通して，体力向上を図っていくと 
ともに，小学校においては，体育科や特別活動の学習を通して，運動の必要性につい 
て理解を深める取組の充実を図っていく必要があります。 
また，ライフスタイルの変化に合わせて，１人１台端末を活用して家庭でも手軽に 

運動できるｗｅｂサイトを紹介するなど，児童生徒の運動への興味関心を高め，運動 
への意欲につなげていく必要があります。 

 
 

  

家庭でできる運動の紹介や，個別のライフスタイルを踏まえた保健指導を行うと

ともに，「元気っ子生活習慣チェック」や保健だより等を有効活用し，家庭との連携

を図っていく必要があります。 

不登校児童生徒が増加傾向であること，心に不調をきたす児童生徒が見られるこ 

となどから，ストレスの対処法など心の健康に関する教育について，体育・保健体育 

科など各教科等において指導の充実を図ることに加え，学級担任や保護者，スクール 

カウンセラーや養護教諭等，関係職員との連携を図り，適切な支援につなげていく必 

要があります。 

 

 

  

各学校において学校栄養士と担任等が連携を図り，学校全体で組織的に食育を推

進するよう，食に関する全体計画に基づいた食事マナーの指導や食文化の学習の充

実を図る必要があります。 

学校で学んだ知識を家庭で実践するために，デジタルを活用するなどにより，家庭  

との連携を図った取組を充実させていく必要があります。 

 

 

 

 

危険箇所を正しく理解し適切な対応をとることができるよう安全教育を推進して

いくとともに，不審者対応避難訓練を実施することで，危機発生時に自ら判断し，安

全に行動できるよう指導の充実を図っていく必要があります。 

近年，全国的に想定外の災害が発生している状況を踏まえ，河川の氾濫や竜巻の発   

生など，学校の立地条件から想定される自然災害や，緊急地震速報音源を使用した訓 

練など，危機発生時に児童生徒自身が適切に対応できるよう，訓練内容を適宜見直し 

ながら防災教育を推進していく必要があります。 

 

 

体力の向上 

学校保健の推進 

食育の推進 

学校安全の推進 
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 「元気アップ教育」を定期的に見直し，改善を図り，健康教育に関する取組の充実   

に努めていく必要があります。 

  各学校において「元気っ子生活習慣チェック」や，独自に作成している生活習慣振  

り返りシート等を活用し，児童生徒の生活習慣の状況を学校と家庭の双方向で把握 

し，改善に向けて指導するなど，家庭との連携を図った取組を行う必要があります。 

児童生徒がより一層，４つの分野をバランスよく身に付けるため，特に，学校は家 

庭での状況を把握するとともに，家庭と情報共有しながら健康教育の推進を図って 

いく必要があります。 

 

５ 今後，健康教育を推進する上で強化すべき事項 

 

   「４ 計画の中間評価及び健康教育を取り巻く状況の変化から見えた課題」を踏まえ，

健康教育の各分野の取組をより効果的に推進していくため，強化すべき取組を次のよ

うに整理しました。 

 

 

 

   ・ 児童生徒の実態を踏まえた体力向上の取組 

   ・ 運動の必要性について理解を深める取組 

   ・ 日常的に運動に親しむ児童生徒の育成 

 

 

 

   ・ 肥満解消など健康の保持増進のための家庭と連携した取組 

   ・ 心の健康に関する教育 

   ・ デジタル活用時における健康面への配慮に関する取組 

 

 

 

   ・ 給食の時間や教科等における食に関する指導 

   ・ 食文化の学習の取組 

   ・ デジタルの活用などによる家庭と連携した取組 

   ・ 安全安心な給食の提供 

 

 

 

   ・ 安全に関する知識や技能の習得 

   ・ 危機発生時に自らの命を守るための判断力や行動力の育成 

 

 

 

   ・ 生活習慣の改善のための学校と家庭の双方向における指導 

   ・ 健康教育の各分野を一体的に捉えた取組 

第２章 健康教育に関する現状と課題 

４つの分野を一体的に捉えた健康教育の推進 

体力の向上に関すること 

学校保健の推進に関すること 

食育の推進に関すること 

学校安全の推進に関すること 

４つの分野を一体的に捉えた健康教育の推進に関すること 
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